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条例・人事

◎
地
域
主
権
改
革
一
括
法

　

こ
れ
ま
で
国
で
定
め
て
い

た
法
律
を
地
域
の
自
主
性
及

び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
に

整
備
し
直
し
た
関
係
条
例

（
以
下
、
前
頁
議
案
番
号
順

に
）

①　

児
童
福
祉
法
の
改
正
で

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
設

備
と
運
営
を
町
の
基
準
に

②
・
③　

介
護
保
険
法
の
改

正
に
よ
り
記
録
の
保
存
期

間
を
町
の
基
準
に

　

例　

２
年
→
５
年

④　

道
路
法
改
正
に
よ
り
、

道
路
構
造
、
標
識
の
寸
法

を
一
部
町
の
基
準
に

⑥　

都
市
公
園
法
の
改
正
に

よ
り
公
園
施
設
の
設
置
を

町
の
基
準
に

　

例　

市
街
地
の
住
民
１
人

当
た
り
の
公
園
面
積
の

努
力
目
標
を

　
　

５
㎡　

→　

3.8
㎡

条
例
一
部
改
正

⑨　

公
営
住
宅
法
の
改
正
に

よ
り
収
入
基
準
を
町
の
基

準
に

　

例　

入
居
の
際
の
収
入
上

限
を
下
げ
て
、
一
般
で

　
　

月
額
15
万
８
千
円

　
　
　
　
　
　

↓

　
　
　
　

11
万
４
千
円

⑪　

下
水
道
法
の
改
正
に
よ

り
公
共
下
水
道
の
構
造
、

終
末
処
理
場
の
維
持
管
理

を
町
の
基
準
に

◎
地
域
主
権
改
革
一
括
法
関

連
以
外
の
条
例
改
正
な
ど

⑭　

引
き
続
き
町
長
、
副
町

長
、
教
育
長
の
給
料
月
額

を
減
額

　
　

平
成
26
年
３
月
31
日
ま

で
10
％
減

⑮　

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

な
ど
の
発
生
時
に
住
民
の

生
活
や
経
済
へ
の
影
響
を

最
小
限
に
す
る
た
め
対
策

本
部
を
置
き
、
そ
の
組
織

の
規
定
に
つ
い
て
制
定

⑯　

⑮
に
関
連
し
て
災
害
派

遣
手
当
の
範
囲
を
拡
充
す

る
た
め
に
必
要
な
改
正

⑲
・
⑳　

学
校
職
員
の
分
限
、

懲
戒
に
関
し
て
法
律
と
の

整
合
性
を
保
つ
た
め
条
例

を
廃
止

�　

20
年
以
上
奨
学
金
の
利

用
も
な
く
こ
の
制
度
の
必

要
性
が
な
く
な
っ
た
た
め

町
の
奨
学
資
金
制
度
を
廃

止（
但
し
、
滞
納
金
の
返
還

に
つ
い
て
は
そ
の
効
力
を

残
す
）

�　

道
路
使
用
の
多
様
化
に

対
応
す
る
た
め
太
陽
光
発

電
設
備
や
風
力
発
電
設
備

な
ど
も
占
有
許
可
の
対
象

と
す
る
内
容
の
改
正

★
�
　
当
初
予
算
に
つ
い
て

討
論

～
町
道
整
備
事
業
の内

容
か
ら
～

反
（
仮
称
）
町
道
西
古
泉
筒

井
線
の
ル
ー
ト
変
更
に
伴

う
測
量
設
計
委
託
料
を
計

上
す
る
と
旧
計
画
案
の
策

定
費
２
，
１
４
０
万
円
が

無
駄
に
な
る
。

　
　

税
金
を
有
効
に
生
か
し

計
画
は
最
小
限
の
変
更
に

止
め
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。

賛　

新
年
度
予
算
は
、
限
ら

れ
た
財
政
の
中
で
新
た
な

行
政
課
題
や
社
会
情
勢
の

変
化
に
対
応
す
る
た
め
に

適
切
に
配
分
さ
れ
て
い
る

と
考
え
る
。

　

結
果
的
に
は
、
賛
成
多
数

で
可
決
採
択
さ
れ
た
。

�
以
外
の
条
例
改
正
な
ど
及

び
提
出
議
案
は
す
べ
て
全
員

一
致
で
採
択

�　

人
権
擁
護
委
員
の
推
薦

・
提
案
理
由

　

任
期
満
了
に
伴
う
後
任

委
員
の
推
薦

北
黒
田　

武
智　

温
子
氏

全
員
一
致
で
同
意

これからは、下水道も町の基準
で維持管理

介護保険サービスにも ▶
町の基準が一部適用に

◀ 公園施設もより身近な
　 町の基準で


